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資料３－１

患者の臨床データ等を収集することによる
（有効性・安全性のエビデンス創出など）

（国）小児・ＡＹＡ世代のがん患者等の妊孕性温存研究促進事業とは

に要する費用
の一部を助成することによる
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千葉県小児・ＡＹＡ世代のがん患者等の妊孕性温存研究促進事業

千葉県要綱国要綱

県要綱の制定

※R3.4.1以降に指定医療

機関で実施した治療が

対象

R3.10.12国要綱の制定
※施行はR3.4.1

R3.3.23

県要綱改正（第1回）
①温存後生殖補助医療を

事業対象に追加
※R4.4.1以降に指定医療

機関で実施した治療が
対象

②温存後生殖補助医療の
指定医療機関に日本産
婦人科学会の承認を要
件化

R5.1.10国要綱改正（第1回）
①温存後生殖補助医療を

事業対象に追加

②温存後生殖補助医療の
指定医療機関について
日本産婦人科学会の承
認を要件化

R4.3.20

妊孕性温存療法
の助成開始

生殖補助医療の
助成開始

千葉県小児・ＡＹＡ世代のがん患者等の妊孕性温存研究促進事業

千葉県要綱国要綱
県要綱改正（第2回）

①国要綱改正（第２回）の反映
②国要綱改正（第３回）の反映
③その他、県要綱の様式の改良に
係る修正

※ 規定様式の記入漏れ、誤記入に
より県から申請者・医療機関への確
認作業が頻発していることから、申
請者や医療機関の記入ミス防止と助
成審査を適正かつ円滑に遂行するこ
とを目的に様式の改良を行ったもの。

R6.3.1国要綱改正（第2回）

①軽微な文言変更
（例）子どもを持つ⇒授かる

②妊孕性温存療法(胚（受精卵）
凍結）の対象者について要綱本文
に明記

胚（受精卵）凍結に係る治療の場合
・原則、法律婚の関係にある夫婦
・女性が妊孕性温存療法対象者
・事実婚の関係にある者も対象

③温存後生殖補助医療の指定医療機
関について、日本産婦人科学会の
承認を得るまでの経過措置期間の
終了

④規定様式の追加（費用に関する確
認書類）

国要綱改正（第3回）
軽微な文言変更
（例）配偶者⇒パートナー

R5.3.20

R5.6.19
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千葉県小児・ＡＹＡ世代のがん患者等の妊孕性温存研究促進事業

千葉県要綱国要綱

県要綱改正（第3回）

国の要綱の改正に伴い、県の実施要
綱に記載のある左記②、④、⑤につ
いて、同様の内容に改正した。

R6.8.1国要綱改正（第4回）

①都道府県においてがん・生殖医療
連携ネットワークの持続的発展に
努めることの追記

②指定医療機関に関する経過措置期
間等の削除

③日本がん・生殖医療学会における
がん・生殖医療連携ネットワーク
支援の追記

④指定医療機関及び原疾患治療施設
のがん・生殖医療連携ネットワー
ク体制への参画の追記

⑤様式第３－１号 ◎注意事項の文
言修正

R6.3.25

千葉県の指定医療機関 （R６．８．１時点）

１． 医療法人緑萌会 高橋ウイメンズクリニック

２． 東京歯科大学市川総合病院

３． 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院

４． 医療法人鉄蕉会 亀田IVFクリニック幕張

５． 千葉大学医学部附属病院

６． 順天堂大学医学部附属浦安病院
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助成金の支給実績

支給総額支給人数支給件数年度

9,317,492円３０名３９件Ｒ３年度

19,298,464円７７名９３件Ｒ４年度

19,644,460円７７名９８件Ｒ５年度

5,981,920円２６名３８件Ｒ６年度※

助成金の支給実績の内訳

年度
胚（受精卵）

凍結
未授精卵子

凍結
卵巣組織

凍結
精子
凍結

精巣内精子採取術
による精子凍結

計

Ｒ３年度 １６ １９ ０ ４ ０ ３９

Ｒ４年度 ３１ ２７ ４ ２６ １ ８９

Ｒ５年度 ２３ ２８ ６ ２０ ２ ７９

Ｒ６年度 ７ １１ ０ １１ ０  ２９※

※令和６年度は６月末時点の申請内訳

年度
凍結した

胚（受精卵）を用いた
生殖補助医療

凍結した
未受精卵子を用いた

生殖補助医療

凍結した
卵巣組織を用いた

生殖補助医療

凍結した
精子を用いた
生殖補助医療

計

Ｒ３年度 ー ー ー ー ー

Ｒ４年度 ２ ０ ０ ２ ４

Ｒ５年度 ９ １ ０ ９ １９

Ｒ６年度 ６ ０ ０ ３ 　 ９※

※令和６年度は６月末時点の申請内訳
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Ｒ５年度 申請者７７名の年齢構成

Ｒ５年度 申請者７７名の居住地

市町村別 二次医療圏別

県北西部の３医療圏
が７６％を占めている
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Ｒ５年度 妊孕性温存療法申請者６３名の原疾患

※生殖補助医療実施の申請時は原疾患病名の記載欄なし。

【女性４３名】 【男性２０名】

Ｒ５年度 妊孕性温存療法申請者６３名の原疾患治療機関

≪主な原疾患治療機関≫

（県内）千葉大学医学部附属病院 １３名
（県内）国立がん研究センター東病院 ９名
（県内）東京女子医科大学附属

八千代医療センター ３名

※生殖補助医療実施の申請時は原疾患病名の記載欄なし。
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Ｒ５年度 申請者７７名の指定医療機関

（参考）
・埼玉県
・神奈川県
・茨城県

など

②対象となる原疾患の治療
により妊孕性が低下する
おそれがあることを説明

④妊孕性温存療法
の実施

③受 診①受 診

③ 患者の情報提供

妊孕性温存療法実施の流れ

千葉県がん・生殖医療相談支援センター(R3.12月設置)


